
 

 

議案第27号 

 

   多可町老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第244条の２第６項の規定により、多可町老人福祉センター

の指定管理者の指定について、議会の議決を求める。 

 

平成30年３月１日提出 

 

多可町長 吉 田 一 四    

 

 

施設名称・位置 
指定管理者 

指定期間 
所 在 名称及び代表者名 

加美老人福祉 

センター「春蘭荘」 

多可郡多可町加美区

丹治551番地４ 

 

多可郡多可町中区糀

屋434番地11 

社会福祉法人多可町社会福

祉協議会 会長 南畝一郎 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

 

 

 


